
災害時居住用テント・ベッド／非常用トイレユニバーサルテント 仕様書 

 

＜１＞購入物品 下記一覧 

  （株式会社 ニード製） 

 品 名 品 番 数量 単位 

ア ワンタッチパーテーションカーテンタイプ WT-180C 20 張 

イ ワンタッチパーテーション対応屋根 WT-Y 20 個 

ウ 要配慮者対応ユニバーサルテント ACT-1.5C 6 張 

エ 折り畳み式簡易ベッド ND-206 10 個 

 

＜２＞各製品の仕様・規格等 

ア ワンタッチパーテーションカーテンタイプ 

１．製品規格 

（１）本体材質 ナイロン２１０Ｄ ※ポリエステルは不可とする。 

生地に加工（アルミ２層コーティング、抗菌処理）を施し、以下の項目を満たすこと。 

①遮光率：９９．９％以上（JIS L 1055 A法に基づく） 

②紫外線遮蔽率：９９．０％以上（分光光度計・全波長域平均法に基づく） 

③耐水度：２０００ｍｍ以上（JIS L 1092 A法に基づく） 

④引裂強度：縦・横双方が５０Ｎ以上（JIS L 1096 トラペゾイド法に基づく） 

⑤引張強度：縦・横双方が６５０Ｎ以上（JIS L 1096 ストリップ法に基づく） 

⑥縫目強度：４５０Ｎ以上（JIS L 1093 A-1法に基づく） 

⑦摩擦堅牢度：４級以上（JIS L 0849 Ⅱ型に基づく）※ 

⑧水堅牢度：３－４級以上（JIS L 0846に基づく）※ 

⑨水滴下堅牢度：４－５級以上（JIS L 0851に基づく）※ 

※「エタノール７５％溶液」及び「次亜塩素酸ナトリウム０．０５％溶液」で実施。 

（２）本体構造 

ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体四面構造で、以下の項目を満たすこと。 

①出入口はスライド式のカーテン（取手付き）とし、内側に目隠し用遮蔽シートを有すること。 

また、出入口は幅１４００ｍｍ×高さ１４００ｍｍ以上とすること。 

②カーテンレールは開閉時にズレないようレール両端を袋状のポケットで固定すること。 

③換気や安全管理のため、天井が無く、四面全て長方形の同一形状・同一寸法であること。 

④展開後でも容易に設営・移動が行えるように、床面が無い構造であること。 

⑤本体四隅の下部にフックを設け、敷マット四隅のハトメに引っかけて固定ができること。 

⑥敷きマットは必要に応じて交換・補充できるように分離式であること。 

⑦出入口周辺に表札及びメッセージボードを入れる透明ポケットがそれぞれ１か所ずつあるこ 

と。 

⑧出入口面以外の三面上部に、複数の間仕切りを隙間無く連結するための面ファスナーを設ける

こと。また、連結時のガイドとなるように、面ファスナーは側面と背面で色分けすること。 

⑨連結用の面ファスナーは、ハンガー等をかけられるループとしても使用できること。 

⑩マジックテープによる簡易施錠機能付きであること。 

（３）付属品（１張あたり） 

ペグ４本、表札用ボード１枚、メッセージボード１枚、マジックペン１本、 

ボード消し１個、ショルダー式収納袋（外ポケット付）１袋、取扱説明書１枚、 

専用アルミ敷きマット（幅２ｍ×奥行２ｍ×厚み３ｍｍ、四隅ハトメ付）１枚 

スライドカーテン（専用レール付）１組 

（４）収納袋 



本体及びアルミマットが入る円形のショルダー式収納袋で、以下の項目を満たすこと。 

①収納袋外側に付属品類を入れるチャック付の収納ポケットを付けること。 

②カラーの取扱説明書を作成し、紛失しないように収納袋内側に縫い付けること。 

（５）寸法 

設営時：幅２１００ｍｍ×奥行２１００ｍｍ×高さ１８００ｍｍ 

収納時（１張入り化粧箱）：幅８００ｍｍ×奥行９５ｍｍ×高さ７６０ｍｍ 

収納時（２張入り梱包）：幅８６０ｍｍ×奥行２１０ｍｍ×高さ７９０ｍｍ 

（６）梱包 

１張ごとに化粧箱に入れ、積み上げ保管する際の強度を高めるために２張単位で（端数分を除く） 

アウトカートンに入れる二重梱包とし、以下の項目を満たすこと。 

①化粧箱には写真付き取扱説明、製品動画ページに繋がる二次元コード、メーカー名などを印刷

すること。 

②アウトカートンには品名、数量、納品業者、納入年月などを表示すること。 

（７）品質 

ＩＳＯ９００１の認証を取得した工場で製造されていること。 

   

２．契約時提出書類 

契約時に以下の資料を提出すること。なお、試験成績表については第三者機関によって作成されたもの 

で、入札日以前に取得したものであること。 

（１）「１．製品規格（１）本体材質」記載の①～⑨に関する試験成績表。 

（２）製造物賠償責任保険に関する資料。 

３．その他  

（１）提出される「試験成績表」は仕様書内に記載されている「数値以上」であること。 

（２）同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料と試験

成績表等（「２．契約時提出書類」に記載されている書類全て）及び実製品と価格の記載された

カタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。 

（３）本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。 

 

イ ワンタッチパーティション対応屋根 

１．製品規格 

（１）本体材質 

ナイロン７０Ｄ生地に特殊加工（アルミコーティング、抗菌処理）を施したものであること。 

（２）本体構造 

クロスフレーム構造で以下の項目を満たすこと。 

①生地とフレームのコンビ構造でフレームの張力を利用した湾曲型の専用全面ルーフであること。 

②設営時はパーテーション本体上部に乗せ、専用クリップで簡単に固定できること。 

③ルーフの対角２面に、大型メッシュ窓を設けること。また、メッシュ窓には内側からのみ開閉可 

能で本体と一体の遮蔽フラップを設けること。 

④設営時に前後左右を区別無く取り付け可能なユニバーサル構造であること。 

⑤パーテーション本体と密着、一体化すること。 

⑥株式会社ニード製パーテーションに加工なく取り付け可能なこと。 

（３）付属品（１セットあたり） 

専用クリップ（テンションコード付）４個、グラスファイバーポール２本、取扱説明書１枚 

（４）寸法 

設営時：幅２１００ｍｍ×奥行２１００ｍｍ×高さ４００ｍｍ程度 

（５）品質 



ＩＳＯ９００１の認証を取得した工場で製造されていること。 

２．その他  

（１）同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料及び実 

製品と価格の記載されたカタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとす 

る。 

（２）本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。   

 

ウ 要配慮者対応ユニバーサルテント 

１．製品規格 

（１）本体材質 ポリエステル６００Ｄ 

生地に加工（アルミ２層コーティング、抗菌処理）を施し、以下の項目を満たすこと。 

①遮光率：９９．９％以上（JIS L 1055 A法に基づく） 

②紫外線遮蔽率：９９．０％以上（分光光度計・全波長域平均法に基づく） 

③防炎区分：３（JIS L 1091 A-1法に基づく） 

④耐水度：２０００ｍｍ以上（JIS L 1092 A法に基づく） 

（２）本体構造 

ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体五面構造で、以下の項目を満たすこと。 

①出入口は施錠機能を有するスライド式カーテン構造とする。 

②出入口カーテンを閉めた際には「使用中」表示が大きく見えるようにすること。 

③出入口の立ち上がり部分は極力低くなっており、車椅子での出入りがしやすいこと。 

④設営後の壁面（四面）は地面と垂直とし、テント内で広い空間を確保できること。 

⑤本体四隅に反射材及びストームガードを設けること。 

⑥通気用メッシュ窓（左右１ヶ所ずつ）を設けること。また、雨水の浸入防止及び覗き見を防止する 

カバーを付けた二重構造とすること。 

⑦テント天井部はポールで補強するドーム型とし、雨水等が滞留しない形状にすること。 

⑧テント下部に隙間が空かないように、フレームを各面の全周囲に配置すること。 

⑨正面上部に男女プレート等を入れられる２０ｃｍ角の透明ポケットを設けること。 

⑩テント本体は専用のショルダー式円形収納袋に保管できること。 

（３）寸 法 

設営時：幅１５００ｍｍ×奥行１５００ｍｍ×高さ２２００ｍｍ程度 

収納時（１張入り梱包）：幅７６０ｍｍ×奥行７６０ｍｍ×高さ１３０ｍｍ程度 

（４）セット内容 

ペグ８本、男女表示板１枚、取扱説明書１枚、張り綱４本、ハンマー１本 

ショルダー式収納袋（外ポケット付）１袋、カーテン引き手ポール１本 

テント表示用生地（災害用トイレ１枚、プライベートルーム１枚、無地１枚） 

スライドカーテン（専用レール付）１組 

（５）梱 包 

１張ごとに梱包箱に入れ、品名、数量、納品業者、納入年月などを表示すること。 

２．契約時提出書類 

契約時に以下の資料を提出すること。なお、試験成績表については第三者機関によって作成されたもの 

で、入札日告示日以前に取得したものであること。 

（１）「１．製品規格（１）本体材質」記載の①～④に関する試験成績表。 

（２）製造物賠償責任保険に関する資料。 

３．その他  

（１）提出される「試験成績表」は仕様書内に記載されている「数値以上」であること。 

（２）同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料、試験

成績表等（「２．契約時提出書類」に記載されている書類全て）及び実製品と価格の記載された



カタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。 

（３）本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。    

 

エ 折り畳み式簡易ベッド 

１．製品規格 

全体概要 

  （１）ベッド本体は折り畳み式のアルミフレーム構造で、軽量かつコンパクトに収納することが可能で 

   簡単に組立・設営ができること。 

（２）ベッド端面に着座しても対面が浮き上がらない安定した形状であること。 

  （３）付属する専用リバーシブルマットは本体フレーム部分までカバーしてベッドに固定することがで

き、使用する時期や地域に応じて表面・裏面の使い分けが可能なこと。 

（４）耐荷重は 300kg以上であること。 

（５）日本国内第三者機関で 250kg以上の耐荷重を 60日間クリアした試験結果の書面が提出できるこ 

と。 

 本体構造 

  （１）主 材（フレーム他） 

①フレーム部分はアルミ製角パイプ 24×32mm 肉厚 0.8mm以上とする。 

②ジョイント部分のプレートはスチール製メッキ仕上げとする。 

③主骨格は X型構造とし、利用者の荷重がかかることで安定する形状であること。 

  （２）基布部・専用マット 

①本体生地は、ポリエステル 600D以上とする。 

 また、血液・嘔吐物等の洗浄・ふき取りが容易に行えるよう撥水加工を施すこと。 

②専用マットは、低反発ウレタン 10mmとスポンジ 10mmのハイブリッド構造とする。 

③基布部マジックテープの止め位置でテンションを調整することで、本体生地の沈み込みを防止 

 できる構造であること。 

④専用リバーシブルマット及び基布は交換・取り外しが容易に行えること。 

  （３）機 能 

①季節に合わせて専用リバーシブルマット（表面はメッシュ）の表裏を選択可能なこと。 

②本体下部に吊り下げ式の収納バックを２組備え、日用品・衣類等の保管が可能なこと。 

③上記収納バックはリュックサック・ショルダーバックとしても安全に使用できる構造であるこ 

と。 

④本体側面に小物等の収納が可能なネット付きポケットがあること。 

⑤ショルダー式の専用収納袋付きであること。 

  （４）付属品 

専用リバーシブルマット１枚、収納兼携行バッグ２組、専用ピロー（枕）１個 

専用収納袋１個、取扱説明書１枚 

  （５）寸 法 

使用時：幅６９５ｍｍ×奥行１９５０ｍｍ×高さ４００ｍｍ程度 

収納時：幅２６５ｍｍ×奥行９７５ｍｍ×高さ３１５ｍｍ程度 

  （６）本体重量 

約６．０ｋｇ 

  （７）梱 包 

①収納袋に入れた状態で本体一式を専用の梱包箱に密閉すること。 

②上記梱包箱を２台単位（端数分を除く）でアウトカートンに入れる二重梱包にすること。 

 

２．契約時提出書類 

入札前の日付で取得した以下の資料を契約時に提出すること。 



（１）荷重試験成績表：最大荷重３００ｋｇ以上 

（２）長期荷重試験成績表：荷重２５０ｋｇで６０日以上 

（３）生地の引裂強さ試験表：縦・横双方が３０Ｎ以上（JIS L 1096 ペンジュラム法に基づく） 

（４）摩擦堅牢度：４－５級以上（JIS L 0849 Ⅱ型に基づく） 

（５）摩耗強さ：１０００回以上（JIS L 1096 平面法に基づく） 

（６）衝撃耐水性：０．１ｇ未満（AATCC42に基づく） 

（７）寸法変化率（水洗い）：縦・横双方が０．０％（JIS L 1930 C4M法に基づく） 

（８）摩擦堅牢度：４－５級以上（JIS L 0849 Ⅱ型に基づく）※ 

（９）水堅牢度：３級以上（JIS L 0846に基づく）※ 

（１０）水滴下堅牢度：４－５級以上（JIS L 0853に基づく）※ 

※「エタノール７５％溶液」及び「次亜塩素酸ナトリウム０．０５％溶液」で実施。 

 

３．その他  

（１）提出される「試験成績表」は仕様書内に記載されている「数値以上」であること。 

（２）同等品で応札を希望する場合は、申請者の責任において、仕様書内の各項目との比較資料と試験 

成績書等（「２．契約時提出書類」に記載されている書類全て）及び実製品と価格の記載された 

カタログを担当課に提出し、同等品以上であることを証明するものとする。 

（３）本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。  

 

＜３＞納入期限 

令和８年 10月 30日（金） 

 

＜４＞納入場所 

   湖西市健康福祉センター おぼと 1階 風除室【湖西市古見 1044番地】 

 

＜５＞納入について 

（１）費用は見積もり額に含めること。 

(２) 納品時は納入業者が十分な人員を確保し、安全に行うこと。 

 

＜６＞その他 

    本仕様書に定めのない事項については、地域福祉課と協議のうえ指示を得ること。 


